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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザの属性情報を管理する属性情報管理装置と、所定の属性情報を用いたユーザ登録
が行われたユーザ端末にサービスを提供するサーバとを有するユーザ属性情報管理システ
ムであって、
　前記属性情報管理装置は、
　複数種類の属性情報について、一つまたは複数の属性値をそれぞれ記憶する記憶部と、
　前記複数種類の属性情報のうち、いずれかの種類の属性情報について要求があった場合
に、該属性情報を前記サーバへ提供することに対する認可を前記ユーザ端末に確認し、複
数の属性値が登録されている属性情報については、前記ユーザ端末に属性値を選択させる
確認部と、
　前記確認部によって、前記属性情報の前記サーバへの提供の認可が確認され、かつ、登
録する属性値の選択を受け付けた場合には、要求があった種類の属性情報に対応する属性
値、および、選択された属性値のプロファイルを作成する作成部と、
　前記作成部によって作成された属性情報のプロファイルを前記サーバに送信する送信部
と
　を備え、
　前記サーバは、
　前記ユーザ端末からユーザ登録の要求を受け付けた場合に、該ユーザ登録に必要な属性
情報を前記属性情報管理装置に要求する要求部と、
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　前記要求部によって要求した属性情報を受信した場合には、該属性情報を用いて、ユー
ザ登録を行う登録部と
　を備え、
　前記確認部は、前記サーバが前記ユーザ登録を要求したユーザ端末に払い出したアカウ
ント名をパラメータとして含んだ、属性情報の要求があった際に、該アカウント名を埋め
込んだ未認可のリクエストトークンを送信し、該リクエストトークンを前記ユーザ端末を
介したリダイレクトで前記サーバから受信した場合には、該属性情報の前記サーバへの提
供の認可を前記ユーザ端末に問い合わせ、認可されたリクエストトークンを前記ユーザ端
末から受信することで、前記属性情報の前記サーバへの提供の認可を確認し、
　前記送信部は、前記認可されたリクエストを前記ユーザ端末を介したリダイレクトで前
記サーバに送信した後、該認可されたリクエストトークンを受信した際には、前記アカウ
ント名を埋め込んだアクセストークンを前記サーバに送信し、該アクセストークンを用い
た属性情報の取得要求を受信した場合には、前記作成部によって作成された属性情報のプ
ロファイルを前記サーバに送信し、
　前記要求部は、前記ユーザ端末からユーザ登録の要求とともに、前記アカウント名をパ
ラメータにして、前記ユーザ登録に必要な属性情報を前記属性情報管理装置に要求する指
示を受け付けた場合に、前記アカウント名をパラメータに含めて、該ユーザ登録に必要な
属性情報を前記属性情報管理装置に要求し、前記未認可のリクエストトークンを受信した
際には、該リクエストトークンを前記ユーザ端末を介したリダイレクトで前記属性情報管
理装置に送信し、該認可されたリクエストトークンを前記ユーザ端末を介したリダイレク
トで前記属性情報管理装置から受信した際には、該認可されたリクエストトークンを用い
て前記アクセストークンを前記属性情報管理装置に要求し、該アクセストークンを前記属
性情報管理装置から受信すると、該アクセストークンを用いた属性情報の取得要求を前記
属性情報管理装置に送信することを特徴とするユーザ属性情報管理システム。
【請求項２】
　前記確認部は、前記サーバから要求があった属性情報に対応する属性値が複数である場
合には、該属性情報の前記サーバへの提供の認可を前記ユーザ端末に確認する際に、前記
サーバに登録する属性値をユーザ端末に選択させることを特徴とする請求項１に記載のユ
ーザ属性情報管理システム。
【請求項３】
　前記確認部は、前記サーバから属性情報について要求があった場合に、該属性情報を前
記サーバへ提供することに対する認可を前記ユーザ端末に確認し、前記属性情報の前記サ
ーバへの提供の認可が確認された場合には、前記サーバから要求があった属性情報に対応
する属性値が複数であれば、前記サーバが前記属性情報管理装置から属性情報を取得する
際に、前記サーバに登録する属性値を前記ユーザ端末に選択させることを特徴とする請求
項１に記載のユーザ属性情報管理システム。
【請求項４】
　ユーザの属性情報を管理する属性情報管理アプリケーションがインストールされたユー
ザ端末と、所定の属性情報を用いたユーザ登録が行われたユーザ端末にサービスを提供す
るサーバとを有するユーザ属性情報管理システムであって、
　前記ユーザ端末は、
　複数種類の属性情報について、一つまたは複数の属性値をそれぞれ記憶する記憶部と、
　前記複数種類の属性情報のうち、いずれかの種類の属性情報について要求があった場合
に、該属性情報を前記サーバへ提供することに対する認可をユーザに確認し、複数の属性
値が前記記憶部に登録されている属性情報については、各属性値を前記記憶部から読み出
してＷｅｂブラウザに表示し前記ユーザに属性値を選択させる確認部と、
　前記確認部によって、前記属性情報の前記サーバへの提供の認可が確認され、かつ、登
録する属性値の選択を受け付けた場合には、要求があった種類の属性情報に対応する属性
値、および、選択された属性値のプロファイルを作成する作成部と、
　前記作成部によって作成された属性情報のプロファイルを前記サーバに送信する送信部
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と
　を、前記属性情報管理アプリケーションの機能として備え、あるいは、前記ユーザ端末
にインストールされているブラウザのアドオンとして動作する前記属性情報管理アプリケ
ーションとして備え、
　前記サーバは、
　前記ユーザ端末からユーザ登録の要求を受け付けた場合に、該ユーザ登録に必要な属性
情報を前記ユーザ端末に要求する要求部と、
　前記要求部によって要求した属性情報を受信した場合には、該属性情報を用いて、ユー
ザ登録を行う登録部と
　を備えることを特徴とするユーザ属性情報管理システム。
 
 
【請求項５】
　前記確認部は、前記サーバから要求があった属性情報に対応する属性値が複数である場
合には、該属性情報の前記サーバへの提供の認可を前記ユーザに確認する際に、前記サー
バに登録する属性値をユーザに選択させることを特徴とする請求項４に記載のユーザ属性
情報管理システム。
【請求項６】
　前記確認部は、前記複数種類の属性情報のうち、いずれかの種類の属性情報について要
求があった場合に、該属性情報を前記サーバへ提供することに対する認可を前記ユーザに
確認し、前記属性情報の前記サーバへの提供の認可が確認された場合には、前記サーバか
ら要求があった属性情報に対応する属性値が複数であれば、前記サーバが前記ユーザ端末
から属性情報を取得する際に、前記サーバに登録する属性値を前記ユーザに選択させるこ
とを特徴とする請求項４に記載のユーザ属性情報管理システム。
【請求項７】
　ユーザの属性情報を管理する属性情報管理装置と、所定の属性情報を用いたユーザ登録
が行われたユーザ端末にサービスを提供するサーバとを有するユーザ属性情報管理システ
ムで実行されるユーザ属性情報管理方法であって、
　前記属性情報管理装置は、複数種類の属性情報について、一つまたは複数の属性値をそ
れぞれ記憶する記憶部を備え、
　前記サーバは、前記ユーザ端末からユーザ登録の要求を受け付けた場合に、該ユーザ登
録に必要な属性情報を前記属性情報管理装置に要求する要求工程と、
　前記属性情報管理装置は、前記複数種類の属性情報のうち、いずれかの種類の属性情報
について要求があった場合に、該属性情報を前記サーバへ提供することに対する認可を前
記ユーザ端末に確認し、複数の属性値が登録されている属性情報については、前記ユーザ
端末に属性値を選択させる確認工程と、
　前記属性情報管理装置は、前記確認工程によって、前記属性情報の前記サーバへの提供
の認可が確認され、かつ、登録する属性値の選択を受け付けた場合には、要求があった種
類の属性情報に対応する属性値、および、選択された属性値のプロファイルを作成する作
成工程と、
　前記属性情報管理装置は、前記作成工程によって作成された属性情報のプロファイルを
前記サーバに送信する送信工程と、
　前記サーバは、要求した属性情報を前記属性情報管理装置から受信した場合には、該属
性情報を用いて、ユーザ登録を行う登録工程と
　を含み、
　前記確認工程は、前記サーバが前記ユーザ登録を要求したユーザ端末に払い出したアカ
ウント名をパラメータとして含んだ、属性情報の要求があった際に、該アカウント名を埋
め込んだ未認可のリクエストトークンを送信し、該リクエストトークンを前記ユーザ端末
を介したリダイレクトで前記サーバから受信した場合には、該属性情報の前記サーバへの
提供の認可を前記ユーザ端末に問い合わせ、認可されたリクエストトークンを前記ユーザ
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端末から受信することで、前記属性情報の前記サーバへの提供の認可を確認し、
　前記送信工程は、前記認可されたリクエストを前記ユーザ端末を介したリダイレクトで
前記サーバに送信した後、該認可されたリクエストトークンを受信した際には、前記アカ
ウント名を埋め込んだアクセストークンを前記サーバに送信し、該アクセストークンを用
いた属性情報の取得要求を受信した場合には、前記作成工程において作成された属性情報
のプロファイルを前記サーバに送信し、
　前記要求工程は、前記ユーザ端末からユーザ登録の要求とともに、前記アカウント名を
パラメータにして、前記ユーザ登録に必要な属性情報を前記属性情報管理装置に要求する
指示を受け付けた場合に、前記アカウント名をパラメータに含めて、該ユーザ登録に必要
な属性情報を前記属性情報管理装置に要求し、前記未認可のリクエストトークンを受信し
た際には、該リクエストトークンを前記ユーザ端末を介したリダイレクトで前記属性情報
管理装置に送信し、該認可されたリクエストトークンを前記ユーザ端末を介したリダイレ
クトで前記属性情報管理装置から受信した際には、該認可されたリクエストトークンを用
いて前記アクセストークンを前記属性情報管理装置に要求し、該アクセストークンを前記
属性情報管理装置から受信すると、該アクセストークンを用いた属性情報の取得要求を前
記属性情報管理装置に送信することを特徴とするユーザ属性情報管理方法。
【請求項８】
　ユーザの属性情報を管理する属性情報管理アプリケーションがインストールされたユー
ザ端末と、所定の属性情報を用いたユーザ登録が行われたユーザ端末にサービスを提供す
るサーバとを有するユーザ属性情報管理システムで実行されるユーザ属性情報管理方法で
あって、
　前記ユーザ端末は、複数種類の属性情報について、属性値をそれぞれ記憶する記憶部を
備え、
　前記サーバは、前記ユーザ端末からユーザ登録の要求を受け付けた場合に、該ユーザ登
録に必要な属性情報を前記ユーザ端末に要求する要求工程と、
　前記ユーザ端末は、前記複数種類の属性情報のうち、いずれかの種類の属性情報につい
て要求があった場合に、該属性情報を前記サーバへ提供することに対する認可をユーザに
確認し、複数の属性値が前記記憶部に登録されている属性情報については、各属性値を前
記記憶部から読み出してＷｅｂブラウザに表示し前記ユーザに属性値を選択させる確認工
程と、
　前記ユーザ端末は、前記確認工程によって、前記属性情報の前記サーバへの提供の認可
が確認された場合には、要求があった種類の属性情報に対応する属性値を前記記憶部から
読み出し、読み出した属性値のプロファイルを作成する作成工程と、
　前記ユーザ端末は、前記作成工程によって作成された属性情報のプロファイルを前記サ
ーバに送信する送信工程と、
　前記サーバは、要求した属性情報を前記ユーザ端末から受信した場合には、該属性情報
を用いて、ユーザ登録を行う登録工程と
　を含んだことを特徴とするユーザ属性情報管理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユーザ属性情報管理システムおよびユーザ属性情報管理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ユーザの属性情報を管理・流通するユーザ属性情報の流通システムが知られてい
る。従来のユーザ属性情報の流通システム１０００は、例えば、図１７に示す通り、サー
ビス提供者のＷｅｂサーバ２００Ａ、ユーザの属性情報を保持している他のサービス提供
者のＷｅｂサーバ２００Ｂ、およびそれぞれのサービス提供者のサービスを利用するユー
ザ端末３００、電気通信事業者のアクセス網やインターネットなどの通信ネットワーク４
００から構成される。ここで、それぞれのサービス提供者のＷｅｂサーバおよびユーザの



(5) JP 6334331 B2 2018.5.30

10

20

30

40

50

端末は通信ネットワークに接続されている。
【０００３】
　当該ユーザは、当該他のサービス提供者のＷｅｂサーバ２００Ｂに、当該他のサービス
提供者が提供するサービスを利用するために必要なユーザ登録をしていて、ユーザ登録時
に当該他のサービス提供者は当該ユーザの属性情報を取得している。一方、当該ユーザが
当該サービス提供者が提供するサービスを利用するためにはユーザ登録が必要であるが、
その際に登録するユーザの属性情報については、当該他のサービス提供者が保持している
属性情報から取得する。
【０００４】
　そのために、当該サービス提供者と当該他のサービス提供者間では、あらかじめ、当該
ユーザの属性情報を当該サービス提供者と当該他のサービス提供者間で流通させるための
提携を行っている。サービス提供者は、あらかじめ当該他のサービス提供者に申請を行い
、サービス提供者のＷｅｂサーバ２００Ａが当該他のサービス提供者のＷｅｂサーバ２０
０Ｂにアクセスする際の手続きを行うための許可を取得する。当該ユーザの属性情報を流
通させる際には、該サービス提供者と当該他のサービス提供者間でＯＡｕｔｈなどの標準
化された認可プロトコルを使用する。
【０００５】
　図１８は、従来のユーザ属性情報の流通システムの各構成要素の動作について説明する
ための構成図である。ユーザは、他のサービス提供者のＷｅｂサーバ２００Ｂのサービス
を利用した際に、自身の属性情報を登録済である。ユーザがサービス提供者のＷｅｂサー
バ２００Ａにユーザ登録する際には、サービス提供者のＷｅｂサーバ２００Ａに、自身の
属性情報が登録済みの他のサービス提供者のＷｅｂサーバ２００Ｂへのアクセス権を取得
するように指示をする（図１８の（１）参照）。
【０００６】
　サービス提供者のＷｅｂサーバ２００Ａは、ユーザ登録を行うにあたって、サービスを
提供するために必要なユーザの属性情報を取得するために、他のサービス提供者のＷｅｂ
サーバ２００Ｂにアクセス権取得メッセージを送信する（図１８の（２））。また、他の
サービス提供者のＷｅｂサーバ２００Ｂから、アクセス権要求を示すリクエストトークン
を取得すると、他のサービス提供者のＷｅｂサーバ２００Ｂにリダイレクトして、ユーザ
に他のサービス提供者へのアクセス権の認可を求める（図１８の（３））。
【０００７】
　さらに、ユーザの認可後に、アクセス権要求を示すリクエストを他のサービス提供者の
Ｗｅｂサーバ２００Ｂに送信してアクセス権を示すアクセストークンに交換する（図１８
の（５））。そして、他のサービス提供者のＷｅｂサーバ２００Ｂが規定するアプリケー
ションインタフェースを用いて、アクセストークンをパラメータにして、他のサービス提
供者のＷｅｂサーバ２００Ｂからユーザの属性情報を取得する（図１８の（６））。
【０００８】
　他のサービス提供者のＷｅｂサーバ２００Ｂは、サービス提供者のＷｅｂサーバ２００
Ａからアクセス権取得メッセージを受信すると、リクエストトークンを発行してサービス
提供者のＷｅｂサーバ２００Ａに送信する（図１８の（２））。また、リクエストトーク
ンの送信後にサービス提供者のＷｅｂサーバ２００Ａからリダイレクトされると、保持し
ているユーザの属性情報をサービス提供者のＷｅｂサーバ２００Ａに流通してよいかをユ
ーザに確認して、その結果とともにサービス提供者のＷｅｂサーバ２００Ａに再度リダイ
レクトする（図１８の（４））。
【０００９】
　従来のユーザ属性情報の流通の信号シーケンスは図１９の通りである。まず、ユーザ端
末３００は他のサービス提供者が提供するサービスを利用するために、ユーザ端末３００
から他のサービス提供者のＷｅｂサーバ２００Ｂのポータルサイトにアクセスした後に（
ステップＳ１、２）、ユーザ登録を行う（ステップＳ３、４）。ユーザ登録にあたって、
ユーザは他のサービス提供者に氏名やメールアドレスやクレジットカードの番号などの自
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身の属性情報を送信する。
【００１０】
　ユーザは、サービス提供者が提供するサービスを利用するために、ユーザ端末３００か
らサービス提供者のＷｅｂサーバ２００Ａのポータルサイトにアクセスした後に（ステッ
プＳ５、６）、ユーザ登録要求を行う（ステップＳ７）。このときユーザは、サービス提
供者のＷｅｂサーバ２００Ａに対して、属性情報管理サーバへのアクセス権の取得を指示
する。
【００１１】
　ユーザ登録要求を受信したサービス提供者のＷｅｂサーバ２００Ａは、ユーザのアカウ
ント名を払い出した後に（ステップＳ８）、他のサービス提供者のＷｅｂサーバ２００Ｂ
に、他のサービス提供者のＷｅｂサーバ２００Ｂへのアクセス権要求を送信する（ステッ
プＳ９）。
【００１２】
　アクセス権要求を受信した他のサービス提供者のＷｅｂサーバ２００Ｂは、アクセス権
応答として、アクセス権要求を示すリクエストトークンをサービス提供者のＷｅｂサーバ
２００Ａに送信する（ステップＳ１０）。当該リクエストトークンは、サービス提供者の
Ｗｅｂサーバ２００Ａに送信された時点では、ユーザによる当該アクセス権の認可は行わ
れていない。
【００１３】
　リクエストトークンを受信したサービス提供者のＷｅｂサーバ２００Ａは、ユーザに当
該アクセス権の認可を求めるために、未認可の当該リクエストトークンをパラメータにし
て、当該ユーザ登録要求を他のサービス提供者のＷｅｂサーバ２００Ｂにリダイレクトす
る（ステップＳ１１）。そして、他のサービス提供者のＷｅｂサーバ２００Ｂは、ユーザ
端末３００にリダイレクトに対する応答を送信する（ステップＳ１２）。
【００１４】
　他のサービス提供者のＷｅｂサーバ２００Ｂから応答を受信したユーザが他のサービス
提供者のＷｅｂサーバ２００Ｂにログインすると（ステップＳ１３）、他のサービス提供
者のＷｅｂサーバ２００Ｂは、他のサービス提供者のＷｅｂサーバ２００Ｂへのアクセス
権をサービス提供者のＷｅｂサーバ２００Ａに付与するかをユーザに問い合わせる（ステ
ップＳ１４）。
【００１５】
　ユーザが当該アクセス権を認可すると（ステップＳ１５）、他のサービス提供者のＷｅ
ｂサーバ２００Ｂは、認可済みのリクエストトークンをパラメータにして、サービス提供
者のＷｅｂサーバ２００Ａにリダイレクトする（ステップＳ１６）。
【００１６】
　サービス提供者のＷｅｂサーバ２００Ａは、他のサービス提供者のＷｅｂサーバ２００
Ｂに認可済みのリクエストトークンを含むアクセストークン要求を送信し（ステップＳ１
７）、認可済みのリクエストトークンと引き換えに、アクセス権を示すアクセストークン
を取得する（ステップＳ１８）。
【００１７】
　サービス提供者のＷｅｂサーバ２００Ａは、あらかじめ他のサービス提供者が規定して
いるインタフェースを利用して、当該アクセストークンをパラメータにして、ユーザの属
性情報の取得要求を他のサービス提供者のＷｅｂサーバ２００Ｂに送信し（ステップＳ１
９）、他のサービス提供者のＷｅｂサーバ２００Ｂからユーザ登録に必要なユーザの属性
情報を取得する（ステップＳ２０）。その後、サービス提供者のＷｅｂサーバ２００Ａは
、取得したユーザの属性情報にもとづいてユーザ登録を行い、ユーザにユーザ登録の応答
をする（ステップＳ２１）。
【００１８】
　このように、サービス提供者のＷｅｂサーバ２００Ａは、ユーザ端末３００が当該サー
ビス提供者のＷｅｂサーバ２００Ａにユーザ登録する際に、当該ユーザの属性情報を保持
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している特定の他のサービス提供者のＷｅｂサーバ２００Ｂへのアクセス権を取得するこ
とにより、サービス提供に必要な当該ユーザの属性情報を当該他のサービス提供者のＷｅ
ｂサーバ２００Ｂから取得して、当該ユーザ端末３００にサービスを提供する。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１９】
【非特許文献１】ＯＡｕｔｈ２．０、［online］、［平成２６年８月２２日検索］、イン
ターネット＜http://oauth.net/2/＞
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２０】
　しかしながら、上記した従来の技術では、Ｗｅｂサーバ間でユーザの属性情報を取得す
るので、ユーザの属性情報の取得先のＷｅｂサーバが保持しているユーザの属性情報の内
容に依存してしまい、要求元のＷｅｂサーバにユーザの属性情報を適切に提供することが
できない場合があるという課題があった。
【００２１】
　例えば、ユーザが多数のサービス提供者のＷｅｂサーバにユーザ登録する場合、当該ユ
ーザにサービスを提供するために必要な当該ユーザの属性情報は、当該Ｗｅｂサーバ毎に
異なる場合がある。具体例を挙げて説明すると、決済を伴うサービスの場合にはクレジッ
トカードの番号が必要になるが、無料のメール配信サービスの場合にはクレジットカード
の番号は不要である。
【００２２】
　サービス提供者のＷｅｂサーバがユーザの属性情報を取得する先である特定の他のサー
ビス提供者のＷｅｂサーバには、当該特定の他のサービス提供者がユーザにサービスを提
供するために必要なユーザの属性情報のみを保持している。したがって、サービス提供者
のＷｅｂサーバによっては、当該他のサービス提供者のＷｅｂサーバから取得できるユー
ザの属性情報のみでは、ユーザにサービスを提供できない場合もある。
【００２３】
　また、他のサービス提供者が提供するサービスの内容の変更により、当該他のサービス
提供者が保持するユーザの属性情報が変更されると、当該他のサービス提供者から取得で
きるユーザの属性情報も変わり、サービス提供者がサービスを継続するのが困難になる。
また、他のサービス提供者によるサービスの運用状況により、当該他のサービス提供者が
保持するユーザの属性情報を取得できない場合もある。
【００２４】
　また、ユーザ登録しようとするＷｅｂサーバには、特定の他のサービス提供者のＷｅｂ
サーバに登録してある特定の属性情報の値を登録することしかできない。例えば、ユーザ
が複数のメールアドレスを保持していても、それらをサービス提供者毎に使い分けられな
い。
【００２５】
　そこで、この発明は、上述した従来技術の課題を解決するためになされたものであり、
Ｗｅｂサーバにユーザの属性情報を適切に提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２６】
　上述した課題を解決し、目的を達成するため、ユーザ属性情報管理システムは、ユーザ
の属性情報を管理する属性情報管理装置と、所定の属性情報を用いたユーザ登録が行われ
たユーザ端末にサービスを提供するサーバとを有するユーザ属性情報管理システムであっ
て、前記属性情報管理装置は、複数種類の属性情報について、一つまたは複数の属性値を
それぞれ記憶する記憶部と、前記複数種類の属性情報のうち、いずれかの種類の属性情報
について要求があった場合に、該属性情報を前記サーバへ提供することに対する認可を前
記ユーザ端末に確認し、複数の属性値が登録されている属性情報については、前記ユーザ
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端末に属性値を選択させる確認部と、前記確認部によって、前記属性情報の前記サーバへ
の提供の認可が確認され、かつ、登録する属性値の選択を受け付けた場合には、要求があ
った種類の属性情報に対応する属性値、および、選択された属性値のプロファイルを作成
する作成部と、前記作成部によって作成された属性情報のプロファイルを前記サーバに送
信する送信部と、を備え、前記サーバは、前記ユーザ端末からユーザ登録の要求を受け付
けた場合に、該ユーザ登録に必要な属性情報を前記属性情報管理装置に要求する要求部と
、前記要求部によって要求した属性情報を受信した場合には、該属性情報を用いて、ユー
ザ登録を行う登録部とを備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２７】
　本願に開示するユーザ属性情報管理システムおよびユーザ属性情報管理方法は、サーバ
に対してユーザの属性情報を適切に提供することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】図１は、第一の実施形態に係るユーザ属性情報管理システムの全体構成を示す概
略構成図である。
【図２】図２は、第一の実施形態に係る属性情報管理サーバの構成を示すブロック図であ
る。
【図３】図３は、属性情報記憶部に記憶されるテーブルの一例を示す図である。
【図４】図４は、プロファイル情報記憶部に記憶されるテーブルの一例を示す図である。
【図５】図５は、第一の実施形態に係るＷｅｂサーバの構成を示すブロック図である。
【図６】図６は、第一の実施形態に係るユーザ属性情報管理システムにおけるユーザ属性
情報の取得処理の流れを説明する図である。
【図７】図７は、第一の実施形態に係るユーザ属性情報管理システムにおけるユーザ属性
情報管理処理の流れを説明するシーケンス図である。
【図８】図８は、ユーザ端末に表示される画面表示例を示す図である。
【図９】図９は、第一の実施形態に係るユーザ属性情報管理システムの概要を説明する図
である。
【図１０】図１０は、第二の実施形態に係るユーザ属性情報管理システムにおけるユーザ
属性情報の取得処理の流れを説明する図である。
【図１１－１】図１１－１は、第二の実施形態に係るユーザ属性情報管理システムにおけ
るユーザ属性情報管理処理の流れを説明するシーケンス図である。
【図１１－２】図１１－２は、第二の実施形態に係るユーザ属性情報管理システムにおけ
るユーザ属性情報管理処理の流れを説明するシーケンス図である。
【図１２】図１２は、第三の実施形態に係るユーザ属性情報管理システムにおけるユーザ
属性情報の取得処理の流れを説明する図である。
【図１３】図１３は、第三の実施形態に係るユーザ端末の構成を示すブロック図である。
【図１４】図１４は、第三の実施形態に係るユーザ属性情報管理システムにおけるユーザ
属性情報管理処理の流れを説明するシーケンス図である。
【図１５】図１５は、第三の実施形態に係るユーザ属性情報管理システムの概要を説明す
る図である。
【図１６】図１６は、プログラムを実行するコンピュータを示す図である。
【図１７】図１７は、従来のユーザ属性情報の流通システムの概要を示す図である。
【図１８】図１８は、従来のユーザ属性情報の流通システムの各構成要素の動作について
説明するための構成図である。
【図１９】図１９は、従来のユーザ属性情報の流通システムの処理の流れを説明するシー
ケンス図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下に、本願に係るユーザ属性情報管理システムおよびユーザ属性情報管理方法の実施
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形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施形態により本願に係るユーザ属性
情報管理システムおよびユーザ属性情報管理方法が限定されるものではない。
【００３０】
［第一の実施形態］
　以下の実施形態では、第一の実施形態に係るユーザ属性情報管理システムの構成、属性
情報管理サーバの構成、Ｗｅｂサーバの構成、および、ユーザ属性情報管理システムにお
ける処理の流れを順に説明し、最後に第一の実施形態による効果を説明する。
【００３１】
［第一の実施形態に係るユーザ属性情報管理システムの構成］
　まず、図１を用いて、第一の実施形態に係るユーザ属性情報管理システムについて説明
する。図１は、第一の実施形態に係るユーザ属性情報管理システムの全体構成を示すシス
テム構成図である。
【００３２】
　図１に示すように、ユーザ属性情報管理システム１００は、属性情報管理サーバ１０、
複数のサービス提供者のＷｅｂサーバ２０Ａ、２０Ｂ、ユーザ端末３０を有し、通信ネッ
トワーク４０を介して、それぞれ接続されている。なお、図１に示す各装置の台数は、あ
くまで一例であり、これに限られるものではない。また、Ｗｅｂサーバ２０Ａ、２０Ｂに
ついて、特に区別なく説明する場合には、Ｗｅｂサーバ２０と記載する。
【００３３】
　属性情報管理サーバ１０は、電気通信事業者のアクセス網やインターネットなどの通信
ネットワーク４０に接続され、ユーザ端末３０に対して、ユーザが自身の属性情報を保管
、一元管理したり、サービス提供者のＷｅｂサービスを利用する際の自身の属性情報を使
い分けたりすることを支援する。
【００３４】
　また、属性情報管理サーバ１０は、ユーザの属性情報を保持するにあたり、ユーザを識
別するＩＤを払い出し、当該ＩＤを管理する。ユーザが属性情報管理サーバ１０に登録し
た自身の属性情報、およびサービス提供者のＷｅｂサーバ２０に登録したユーザの属性情
報については当該ＩＤに対応付けて管理する。
【００３５】
　また、サービス提供者のＷｅｂサーバ２０に対しては、サービス提供者がサービスを提
供するために必要なユーザの属性情報をユーザの認可のもとで提供する。サービス提供者
に提供したユーザの属性情報については、ユーザがサービス提供者のＷｅｂサーバ２０に
ユーザ登録した際に払い出されたアカウント毎に管理し、ユーザはサービス提供者に提供
した自身の属性情報について当該アカウント毎に閲覧、確認する。
【００３６】
　複数のサービス提供者のＷｅｂサーバ２０Ａ、２０Ｂは、ユーザ端末３０にサービスを
提供するサーバである。サービス提供者のＷｅｂサーバ２０Ａ、２０Ｂは、ユーザ端末３
０からユーザ端末３０のユーザ登録を受け付けると、属性情報管理サーバ１０へのアクセ
ス権の取得を要求し、属性情報管理サーバ１０が保持するユーザの属性情報を取得する処
理を行う。
【００３７】
　ユーザ端末３０は、ユーザによって利用される情報処理装置である。ユーザ端末３０は
、サービス提供者のＷｅｂサーバ２０を利用するために、サービス提供者のＷｅｂサーバ
２０のポータルサイトにアクセスして、ユーザ登録を行う。このユーザ登録を行う際に、
ユーザ端末３０は、サービス提供者のＷｅｂサーバ２０に対して、属性情報管理サーバ１
０へのアクセス権の取得を指示する。
【００３８】
［属性情報管理サーバの構成］
　次に、図２を用いて、図１に示した属性情報管理サーバの構成を説明する。図２は、第
一の実施形態に係る属性情報管理サーバの構成を示すブロック図である。図２に示すよう
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に、この属性情報管理サーバ１０は、通信処理部１１、制御部１２、記憶部１３およびＧ
ＵＩ処理部１４を有する。以下にこれらの各部の処理を説明する。
【００３９】
　通信処理部１１は、接続されるＷｅｂサーバ２０やユーザ端末３０との間でやり取りす
る各種情報に関する通信を制御する。
【００４０】
　ＧＵＩ処理部１４は、ユーザが自身の属性情報を属性情報管理サーバ１０に登録、修正
、削除、閲覧する際のインタフェース、および各Ｗｅｂサーバ２０に提供した自身の属性
情報を閲覧する際のインタフェースをユーザに提供するための処理を行う。
【００４１】
　記憶部１３は、制御部１２による各種処理に必要なデータおよびプログラムを格納する
が、特に本発明に密接に関連するものとしては、属性情報記憶部１３ａおよびプロファイ
ル情報記憶部１３ｂを有する。
【００４２】
　属性情報記憶部１３ａは、複数種類の属性情報に対応する一つまたは複数の属性値をそ
れぞれ記憶する。属性情報記憶部１３ａに記憶される属性情報は、ユーザ端末３０により
、あらかじめ属性情報管理サーバ１０のポータルサイトから登録されたユーザの属性情報
である。例えば、属性情報記憶部１３ａは、図３に例示するように、ユーザを一意に識別
する「ユーザＩＤ」と、ユーザの「氏名」と、ユーザの「生年月日」と、ユーザの「住所
」と、ユーザが所有する電話の「電話番号」と、ユーザが所有するクレジットカード等の
「クレジット番号」と、ユーザが持っている「メールアドレス」とを対応付けて記憶して
いる。ここで、属性情報記憶部１３ａは、同種の属性情報について、複数の属性値を記憶
してもよい。例えば、図３の例では、属性情報「メールアドレス」として、「○○＠○○
．ｃｏ.ｊｐ」および「××＠××．ｃｏ.ｊｐ」の２つの属性値を記憶している。
【００４３】
　プロファイル情報記憶部１３ｂは、後述する作成部１２ｂによって作成されたプロファ
イルを記憶する。例えば、プロファイル情報記憶部１３ｂは、図４に例示するように、ユ
ーザの「アカウント名」と、属性情報の登録先であるＷｅｂサーバ２０を識別するための
情報である「ＷｅｂサーバのＵＲＬ」と、ユーザの「氏名」と、ユーザの「生年月日」と
、ユーザが持っている「メールアドレス」とを記憶する。ここで、プロファイル情報に含
まれる属性情報の種類は、ユーザ登録するＷｅｂサーバ２０によって異なるものである。
【００４４】
　制御部１２は、各種の処理手順などを規定したプログラムおよび所要データを格納する
ための内部メモリを有し、これらによって種々の処理を実行するが、特に本発明に密接に
関連するものとしては、確認部１２ａ、作成部１２ｂおよび送信部１２ｃを有する。
【００４５】
　確認部１２ａは、複数種類の属性情報のうち、いずれかの種類の属性情報について要求
があった場合に、該属性情報をＷｅｂサーバ２０へ提供することに対する認可をユーザ端
末３０に確認し、複数の属性値が登録されている属性情報については、ユーザ端末３０に
属性値を選択させる。具体的には、確認部１２ａは、Ｗｅｂサーバ２０から要求があった
属性情報に対応する属性値が複数である場合には、該属性情報のＷｅｂサーバ２０への提
供の認可をユーザ端末３０に確認する際に、Ｗｅｂサーバ２０に登録する属性値をユーザ
端末３０に選択させる。
【００４６】
　例えば、確認部１２ａは、Ｗｅｂサーバ２０がユーザ登録を要求したユーザ端末に払い
出したアカウント名をパラメータとして含んだ、属性情報の要求があった際に、該アカウ
ント名が埋め込んだ未認可のリクエストトークンを送信し、該リクエストトークンをユー
ザ端末３０を介したリダイレクトでＷｅｂサーバ２０から受信した場合には、該属性情報
のＷｅｂサーバ２０への提供の認可をユーザ端末３０に問い合わせ、認可されたリクエス
トトークンをユーザ端末３０から受信することで、属性情報のＷｅｂサーバ２０への提供
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の認可を確認する。
【００４７】
　作成部１２ｂは、確認部１２ａによって、属性情報のＷｅｂサーバへの提供の認可が確
認され、かつ、登録する属性値の選択を受け付けた場合には、要求があった種類の属性情
報に対応する属性値、および、選択された属性値のプロファイルを作成する。
【００４８】
　送信部１２ｃは、作成部１２ｂによって作成された属性情報のプロファイルをＷｅｂサ
ーバ２０に送信する。具体的には、送信部１２ｃは、認可されたリクエストをユーザ端末
３０を介したリダイレクトでＷｅｂサーバ２０に送信した後、該認可されたリクエストト
ークンを受信した際には、アカウント名が埋め込んだアクセストークンをＷｅｂサーバ２
０に送信し、該アクセストークンを用いた属性情報の取得要求を受信した場合には、作成
部１２ｂによって作成された属性情報のプロファイルをＷｅｂサーバ２０に送信する。
【００４９】
［Ｗｅｂサーバの構成］
　次に、図５を用いて、図１に示したＷｅｂサーバ２０の構成を説明する。図５は、第一
の実施形態に係るＷｅｂサーバの構成を示すブロック図である。図５に示すように、この
Ｗｅｂサーバ２０は、通信処理部２１、制御部２２、記憶部２３を有する。以下にこれら
の各部の処理を説明する。
【００５０】
　通信処理部２１は、接続される属性情報管理サーバ１０やユーザ端末３０との間でやり
取りする各種情報に関する通信を制御する。
【００５１】
　記憶部２３は、制御部２２による各種処理に必要なデータおよびプログラムを格納する
が、特に本発明に密接に関連するものとしては、ユーザ情報記憶部２３ａを有する。ユー
ザ情報記憶部２３ａは、属性情報管理サーバ１０から受信したプロファイルに含まれる属
性情報を記憶する。なお、ユーザ情報記憶部２３ａに記憶される情報の例として、前述し
た図４と同様である。
【００５２】
　制御部２２は、各種の処理手順などを規定したプログラムおよび所要データを格納する
ための内部メモリを有し、これらによって種々の処理を実行するが、特に本発明に密接に
関連するものとしては、要求部２２ａおよび登録部２２ｂを有する。
【００５３】
　要求部２２ａは、ユーザ端末３０からユーザ登録の要求とともに、アカウント名をパラ
メータにして、ユーザ登録に必要な属性情報を属性情報管理サーバ１０に要求する指示を
受け付けた場合に、アカウント名をパラメータに含めて、該ユーザ登録に必要な属性情報
を属性情報管理サーバ１０に要求する。具体的には、要求部２２ａは、ユーザ端末３０か
らユーザ登録の要求を受け付けた場合に、該ユーザ登録に必要な属性情報を属性情報管理
サーバ１０に要求する。そして、要求部２２ａは、未認可のリクエストトークンを受信し
た際には、該リクエストトークンをユーザ端末３０を介したリダイレクトで属性情報管理
サーバ１０に送信する。
【００５４】
　続いて、要求部２２ａは、該認可されたリクエストトークンをユーザ端末３０を介した
リダイレクトで属性情報管理サーバ１０から受信した際には、該認可されたリクエストト
ークンを用いてアクセストークンを属性情報管理サーバ１０に要求する。その後、要求部
２２ａは、該アクセストークンを属性情報管理サーバから受信すると、該アクセストーク
ンを用いた属性情報の取得要求を属性情報管理サーバ１０に送信する。
【００５５】
　登録部２２ｂは、要求部２２ａによって要求した属性情報を受信した場合には、該属性
情報を用いて、ユーザ登録を行う。具体的には、登録部２２ｂは、属性情報管理サーバ１
０から取得したユーザの属性情報にもとづいてユーザ登録を行い、ユーザにユーザ登録の
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応答をする。
【００５６】
［ユーザ属性情報管理システムによる処理］
　ここで、図６を用いて、ユーザ属性情報管理システム１００におけるユーザ属性情報の
取得処理の流れを説明する。図６は、第一の実施形態に係るユーザ属性情報管理システム
におけるユーザ属性情報の取得処理の流れを説明する図である。
【００５７】
　図６に示すように、ユーザ端末３０は、あらかじめ、属性情報管理サーバ１０に自身の
属性情報を登録する。このとき、１つの属性に対して複数の値を持つ場合には、それらの
値をそれぞれ登録する。その後、サービス提供者のＷｅｂサーバ２０へのユーザ登録を始
めると、サービス提供者のＷｅｂサーバ２０に対して、当該サービス提供者のＷｅｂサー
バ２０が払い出したアカウント名をパラメータにして、自身の属性情報を保持する属性情
報管理サーバ１０へのアクセス権を取得するように指示するメッセージを送信する（図６
の（１）参照）。
【００５８】
　続いて、属性情報管理サーバ１０は、サービス提供者のＷｅｂサーバ２０からアクセス
権要求のメッセージを受信すると、アクセス権要求を示すリクエストトークンに、サービ
ス提供者のＷｅｂサーバ２０が払い出したユーザのアカウント名を設定してサービス提供
者のＷｅｂサーバ２０に送信する（図６の（２）参照）。そして、サービス提供者のＷｅ
ｂサーバ２０は、ユーザ端末２０を介して属性情報管理サーバ１０にリクエストトークン
をリダイレクトする（図６の（３）参照）。
【００５９】
　そして、ユーザは、複数の値が設定されている属性情報について、属性情報管理サーバ
１０からサービス提供者のＷｅｂサーバ２０に登録する自身の属性の値を選択する（図６
の（４）参照）。また、ユーザがサービス提供者のＷｅｂサーバ２０に登録する自身の属
性情報を選択すると、それらの属性情報をリストにしたプロファイルを作成し、ユーザの
アカウント名毎に管理する（図６の（５）参照）。
【００６０】
　そして、属性情報管理サーバ１０は、サービス提供者のＷｅｂサーバ２０への属性情報
流通を認可し、認可済リクエストトークンをユーザ端末３０を介してＷｅｂサーバ２０へ
リダイレクトする（図６の（６）参照）。これにより、サービス提供者のＷｅｂサーバに
自身が選択した属性情報を流通させることを認可される。
【００６１】
　そして、属性情報管理サーバ１０は、属性情報管理サーバ１０へのアクセス権を要求し
ているアカウントとリクエストトークンを対応づける。属性情報管理サーバ１０は、ユー
ザの認可後に払い出すアクセストークンについても、ユーザのアカウント名を設定してサ
ービス提供者のＷｅｂサーバ２０に送信する（図６の（７）参照）。そして、属性情報管
理サーバ１０へのアクセス権を持つアカウントとアクセストークンを対応づける。
【００６２】
　サービス提供者のＷｅｂサーバ２０は、属性情報管理サーバ１０にアクセス権要求のメ
ッセージを送信する際に、ユーザのアカウント名をパラメータに追加する。また、属性情
報管理サーバ１０のアプリケーションインタフェースを利用してユーザの属性情報を取得
する際には、属性管理情報サーバ１０がアカウント名毎に管理している当該プロファイル
にアクセスする（図６の（８）参照）。
【００６３】
　なお、サービス提供者のＷｅｂサーバ２０がアクセス権取得メッセージに設定する当該
アカウント名については、ユーザのプライバシーの観点から、当該アカウント名をハッシ
ュ関数などの一方向性暗号化した後の値を利用してもよい。この場合、リクエストトーク
ンやアクセストークンに設定するアカウント名も一方向性暗号化した後の値となる。また
、属性情報管理サーバ１０が管理する当該プロファイルについても、一方向性暗号化した
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後の値毎に管理する。
【００６４】
　このように、通信ネットワーク４０上に、ユーザが自身の属性情報を保管、一元管理す
るための属性情報管理サーバ１０を配置する。そして、従来のユーザによる属性情報の流
通の認可の他に、複数の値を保持するユーザの属性について、ユーザがサービス提供者の
Ｗｅｂサーバ２０毎に流通させる属性の値を選択することを可能にするために、Ｗｅｂサ
ーバ２０と属性情報管理サーバ１０間に当該Ｗｅｂサーバ２０が払い出した当該ユーザの
アカウント名を流通させ、属性情報管理サーバ１０が、ユーザが選択した属性の値やその
他Ｗｅｂサーバ２０に登録する属性情報をリスト化したプロファイルを作成して当該アカ
ウント名に括り付けて、Ｗｅｂサーバ２０毎に登録する属性情報を管理する。
【００６５】
　これにより、ユーザがＷｅｂサーバ２０毎に登録する自身の属性情報を使い分けること
を可能にする。また、Ｗｅｂサーバ２０がユーザの属性情報を保持している他のサービス
提供者のサービスの運用状況や保持しているユーザの属性情報に依存せずにサービスを提
供することを可能にする。
【００６６】
　つまり、第一の実施形態に係るユーザ属性情報管理システム１００では、ユーザの属性
情報を保管、一元管理している属性情報管理サーバ１０が、通信ネットワーク４０上でサ
ービスを提供するサービス提供者のＷｅｂサーバ２０毎に、当該Ｗｅｂサーバ２０に登録
する属性の値をユーザが使い分けることを可能にすることにより、ユーザはＷｅｂサーバ
毎に自身の最適な属性情報を登録することができる。また、サービス提供者は、ユーザが
属性情報を保管、一元管理するための属性情報管理サーバ１０から、サービスを提供する
ために必要なユーザの属性情報を取得することにより、ユーザの属性情報を保持している
他のサービス提供者のサービスの運用状況や保持しているユーザの属性情報に依存せずに
サービスを提供することができる。
【００６７】
　次に、図７を用いて、第一の実施形態に係るユーザ属性情報管理システム１００による
処理を説明する。図７は、第一の実施形態に係るユーザ属性情報管理システムにおけるユ
ーザ属性情報管理処理の流れを説明するシーケンス図である。
【００６８】
　まず、図７に示すように、ユーザ端末３０は、通信ネットワーク４０上のサービス提供
者が提供するサービスを利用するために、自身の属性情報の一元管理を支援する属性情報
管理サーバ１０のポータルサイトにアクセスする（ステップＳ１０１）。そして、属性情
報管理サーバ１０は、アクセスに対する応答として、ポータルサイトの画面の情報等をユ
ーザ端末３０に送信する（ステップＳ１０２）。
【００６９】
　続いて、ユーザ端末３０は、自身の属性情報を登録する（ステップＳ１０３）そして、
属性情報管理サーバ１０は、登録が完了したことを通知する（ステップＳ１０４）。属性
情報には、自身の氏名やメールアドレスやクレジットカードの番号などが含まれるが、メ
ールアドレスやクレジットカードの番号など、ユーザが複数保持する属性情報については
、ぞれぞれの属性の値を登録する。
【００７０】
　そして、ユーザは、サービス提供者が提供するサービスを利用するために、ユーザ端末
３０からサービス提供者のＷｅｂサーバ２０のポータルサイトにアクセスした後に（ステ
ップＳ１０５、Ｓ１０６）、希望アカウント名でユーザ登録要求を行う（ステップＳ１０
７）。このときユーザ端末３０は、サービス提供者のＷｅｂサーバ２０に対して、属性情
報管理サーバ１０へのアクセス権の取得を指示する。
【００７１】
　続いて、ユーザ登録要求を受信したサービス提供者のＷｅｂサーバ２０は、ユーザのア
カウント名を払い出した後に（ステップＳ１０８）、属性情報管理サーバ１０に、属性情
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報管理サーバへのアクセス権要求を送信する（ステップＳ１０９）。当該アクセス権要求
には、当該アカウント名をパラメータとして設定する。
【００７２】
　そして、アクセス権要求を受信した属性情報管理サーバ１０は、アクセス権応答として
、アクセス権要求を示すリクエストトークンをサービス提供者のＷｅｂサーバ２０に送信
する（ステップＳ１１０）。当該リクエストトークンのフォーマットには当該アカウント
名を設定する領域を定義して、当該アカウント名をリクエストトークンに設定することに
より、属性情報管理サーバへのアクセス権を持つアカウントとリクエストトークンを対応
づける。当該リクエストトークンは、サービス提供者のＷｅｂサーバ２０に送信された時
点では、ユーザによる当該アクセス権の認可は行われていない。
【００７３】
　リクエストトークンを受信したサービス提供者のＷｅｂサーバ２０は、ユーザに当該ア
クセス権の認可を求めるために、未認可の当該リクエストトークンをパラメータにして、
当該ユーザ登録要求を属性情報管理サーバ１０にリダイレクトする（ステップＳ１１１）
。
【００７４】
　そして、ユーザ端末３０が、属性情報管理サーバ１０から応答を受信し（ステップＳ１
１２）、属性情報管理サーバ１０にログインすると（ステップＳ１１３）、属性情報管理
サーバ１０は、属性情報管理サーバ１０へのアクセス権をサービス提供者のＷｅｂサーバ
２０に付与するかをユーザに問い合わせる（ステップＳ１１４）。あわせて、サービス提
供者のＷｅｂサーバ２０に流通させる自身の属性について、複数の値が属性情報管理サー
バ１０に登録されている属性については、それらの値の一覧を作成して、サービス提供者
のＷｅｂサーバ２０に流通させる自身の属性の値をユーザに選択させる（ステップＳ１１
５）。
【００７５】
　ここで、図８を用いて、属性の値をユーザに選択させる際にユーザ端末３０に表示され
る画面例について説明する。図８は、ユーザ端末に表示される画面表示例を示す図である
。図８に例示するように、ユーザ端末３０は、例えば、アカウント名を表示するとともに
、流通させる自身の属性情報として、「氏名」、「生年月日」および「メールアドレス」
が表示される。また、「メールアドレス」については、複数の属性値のなかからユーザに
選択させるために、「○○＠○○．ｃｏ.ｊｐ」および「××＠××．ｃｏ.ｊｐ」の２つ
の属性値それぞれに対応する「選択」ボタンが表示されており、いずれかの「選択」ボタ
ンを押下することにより、登録する属性値が選択される。また、ユーザ端末３０は、「実
行」ボタンおよび「キャンセル」ボタンが表示されている。「実行」ボタンが押下される
と、表示された属性情報について、属性情報管理サーバ１０へのアクセス権をサービス提
供者のＷｅｂサーバ２０に付与することが決定する。また、「キャンセル」ボタンが押下
されると、ユーザ登録がキャンセルされる。
【００７６】
　図７の説明に戻って、ユーザ端末３０が当該アクセス権を認可すると、属性情報管理サ
ーバ１０は、ユーザ端末３０から認可済みのリクエストトークンとユーザが選択した自身
の属性の値を取得する（ステップＳ１１６）。
【００７７】
　そして、属性情報管理サーバ１０は、認可済みのリクエストトークンからユーザの当該
アカウント名を取得する（ステップＳ１１７）。そして、属性情報管理サーバ１０は、ユ
ーザが選択した自身の属性の値をリスト化し、ユーザの当該アカウント名と括り付けて、
プロファイルを作成する（ステップＳ１１８）。
【００７８】
　そして、属性情報管理サーバ１０は、認可済みのリクエストトークンをパラメータにし
て、サービス提供者のＷｅｂサーバ２０にリダイレクトする（ステップＳ１１９）。続い
て、サービス提供者のＷｅｂサーバ２０は、属性情報管理サーバ１０から、認可済みのリ
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クエストトークンと引き換えに、アクセス権を示すアクセストークンを要求する（ステッ
プＳ１２０）。
【００７９】
　そして、属性情報管理サーバ１０は、アクセストークンをサービス提供者のＷｅｂサー
バ２０に送付する（ステップＳ１２１）。当該アクセストークンのフォーマットにはユー
ザの当該アカウント名を設定する領域を定義して、当該アカウント名をアクセストークン
に設定することにより、属性情報管理サーバ１０へのアクセス権を持つアカウントとアク
セストークンを対応づける。
【００８０】
　サービス提供者のＷｅｂサーバ２０は、あらかじめ属性情報管理サーバ１０が規定して
いるアプリケーションインタフェースを利用して、当該アクセストークンをパラメータに
して、属性情報管理サーバ１０からユーザ登録に必要なユーザの属性情報を要求する（ス
テップＳ１２２）。
【００８１】
　属性情報管理サーバ１０は、アクセストークンに設定されているユーザの当該アカウン
ト名から、当該アカウント名に括り付けられているプロファイルを特定し、サービス提供
者のＷｅｂサーバ２０に属性情報を送付する（ステップＳ１２３）。サービス提供者のＷ
ｅｂサーバ２０は、属性情報管理サーバ１０から取得したユーザの属性情報にもとづいて
ユーザ登録を行い、ユーザ端末３０にユーザ登録の応答をする（ステップＳ１２４）。
【００８２】
　このように、属性情報管理サーバ１０は、電気通信事業者のアクセス網やインターネッ
トなどの通信ネットワーク４０に接続され、ユーザ端末３０に対して、ユーザが自身の属
性情報を保管、一元管理したり、サービス提供者のＷｅｂサービスを利用する際の自身の
属性情報を使い分けたりすることを支援する。
【００８３】
　具体的には、図９に示すように、ユーザ端末３０は、あらかじめ属性情報管理サーバ１
０のポータルサイトから、自身の属性情報を登録する。このとき、メールアドレスやクレ
ジットカードなど、各属性に対して複数の情報を保持する場合には、それぞれの情報を登
録する。なお、ユーザ端末３０が登録した属性情報については、属性情報管理サーバ１０
のポータルサイトから適宜閲覧、修正する。
【００８４】
　また、サービス提供者のＷｅｂサーバ２０に対しては、サービス提供者がサービスを提
供するために必要なユーザの属性情報をユーザの認可のもとで提供する。サービス提供者
に提供したユーザの属性情報については、ユーザがサービス提供者のＷｅｂサーバ２０に
ユーザ登録した際に払い出されたアカウント毎に管理し、ユーザはサービス提供者に提供
した自身の属性情報について当該アカウント毎に閲覧、確認する。
【００８５】
　属性情報管理サーバ１０は、ユーザの属性情報を保持するにあたり、ユーザを識別する
ＩＤを払い出し、当該ＩＤを管理する。ユーザが属性情報管理サーバ１０に登録した自身
の属性情報、およびサービス提供者のＷｅｂサーバ２０に登録したユーザの属性情報につ
いては当該ＩＤに対応付けて管理する。
【００８６】
　さらに、属性情報管理サーバ１０は、サービス提供者のＷｅｂサーバ２０が属性情報管
理サーバ１０からユーザの属性情報を取得するためのアプリケーションインタフェースを
規定する。サービス提供者のＷｅｂサーバ２０が属性情報管理サーバ１０からユーザの属
性情報を取得するにあたって、サービス提供者はあらかじめ属性情報管理サーバ１０に申
請を行い、サービス提供者のＷｅｂサーバ２０が属性情報管理サーバ１０にアクセスする
際の手続きを行うための許可を取得する。
【００８７】
[第一の実施形態の効果]
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　上述してきたように、属性情報管理サーバ１０は、複数種類の属性情報について、一つ
または複数の属性値をそれぞれ記憶する。そして、Ｗｅｂサーバ２０は、ユーザ端末３０
からユーザ登録の要求を受け付けた場合に、該ユーザ登録に必要な属性情報を属性情報管
理サーバ１０に要求する。続いて、属性情報管理サーバ１０は、複数種類の属性情報のう
ち、いずれかの種類の属性情報について要求があった場合に、該属性情報をＷｅｂサーバ
２０へ提供することに対する認可をユーザ端末３０に確認し、複数の属性値が登録されて
いる属性情報については、ユーザ端末３０に属性値を選択させる。そして、属性情報管理
サーバ１０は、属性情報のＷｅｂサーバ２０への提供の認可が確認され、かつ、登録する
属性値の選択を受け付けた場合には、要求があった種類の属性情報に対応する属性値、お
よび、選択された属性値のプロファイルを作成する。続いて、属性情報管理サーバ１０は
、作成された属性情報のプロファイルをＷｅｂサーバ２０に送信する。そして、Ｗｅｂサ
ーバ２０は、要求した属性情報を属性情報管理サーバ１０から受信した場合には、該属性
情報を用いて、ユーザ登録を行う。このため、Ｗｅｂサーバ２０に対してユーザの属性情
報を適切に提供することが可能である。
【００８８】
　また、ユーザにサービスを提供するサービス提供者のＷｅｂサーバ２０にユーザがユー
ザ登録する際に、当該Ｗｅｂサーバ２０がサービスを提供するために必要なユーザの属性
情報を一元管理先の属性情報管理サーバ１０から取得することにより、ユーザの属性情報
の取得先の特定のサービス提供者のＷｅｂサーバ２０が保持しているユーザの属性情報の
内容に依存せずに多くのＷｅｂサーバ２０がユーザにサービスを提供することを可能とす
る。
【００８９】
　また、ユーザがサービス提供者のＷｅｂサービスにユーザ登録する際に、複数の値を持
つユーザ属性に対して、ユーザが当該Ｗｅｂサーバ２０に登録する属性の値を選択する機
能を既存の認可プロトコルに追加することにより、ユーザ登録するＷｅｂサーバ毎に登録
する属性の値をユーザが使い分けることを可能とするものである。
【００９０】
［第二の実施形態］
　上記した第一の実施形態では、ユーザが属性情報流通を許可する際に、属性情報の値を
選択する場合を説明したが、これに限定されるものではなく、Ｗｅｂサーバが属性情報管
理サーバから属性情報を取得する際に属性情報の値を選択するようにしてもよい。以下で
説明する第二の実施形態では、Ｗｅｂサーバが属性情報管理サーバから属性情報を取得す
る際に属性情報の値を選択する場合について説明する。なお、第一の実施形態と共通する
構成・処理については説明を省略する。
【００９１】
　属性情報管理１０の構成は、前述した図２と同様であるため省略するが、Ｗｅｂサーバ
が属性情報管理サーバから属性情報を取得する際に属性情報の値を選択するようにしてい
るため、確認部１２ａの処理内容が異なる。第二の実施形態に係る属性情報管理サーバ１
０の確認部１２ａは、複数種類の属性情報のうち、いずれかの種類の属性情報について要
求があった場合に、該属性情報をＷｅｂサーバ２０へ提供することに対する認可をユーザ
端末３０に確認し、属性情報のＷｅｂサーバ２０への提供の認可が確認された場合には、
Ｗｅｂサーバ２０から要求があった属性情報に対応する属性値が複数であれば、Ｗｅｂサ
ーバ２０が属性情報管理サーバ１０から属性情報を取得する際に、Ｗｅｂサーバ２０に登
録する属性値をユーザ端末３０に選択させる。
【００９２】
　次に、図１０を用いて、第二の実施形態に係るユーザ属性情報管理システム１００Ａに
おけるユーザ属性情報の取得処理の流れを説明する。図１０は、第二の実施形態に係るユ
ーザ属性情報管理システムにおけるユーザ属性情報の取得処理の流れを説明する図である
。
【００９３】
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　ユーザ端末３０は、あらかじめ、属性情報管理サーバ１０に自身の属性情報を登録する
。このとき、１つの属性に対して複数の値を持つ場合には、それらの値をそれぞれ登録す
る。その後、サービス提供者のＷｅｂサーバ２０へのユーザ登録を始めると、サービス提
供者のＷｅｂサーバ２０に対して、当該サービス提供者のＷｅｂサーバ２０が払い出した
アカウント名をパラメータにして、自身の属性情報を保持する属性情報管理サーバ１０へ
のアクセス権を取得するように指示するメッセージを送信する（図１０の（１）参照）。
【００９４】
　また、サービス提供者のＷｅｂサーバ２０に自身の属性情報を流通させることを認可し
た後（図１０の（４）参照）、サービス提供者のＷｅｂサーバ２０が属性情報管理サーバ
１０から自身の属性情報を取得する際に、サービス提供者のＷｅｂサーバ２０に登録する
自身の属性情報の値を選択する（図１０の（８）参照）。
【００９５】
　属性情報管理サーバ１０は、サービス提供者のＷｅｂサーバ２０からアクセス権要求の
メッセージを受信すると、アクセス権要求を示すリクエストトークンに、サービス提供者
のＷｅｂサーバ２０が払い出したユーザのアカウント名を設定してサービス提供者のＷｅ
ｂサーバ２０に送信する（図１０の（２）参照）。
【００９６】
　そして、属性情報管理サーバ１０へのアクセス権を要求しているアカウントとリクエス
トトークンを対応づける。ユーザの認可後に払い出すアクセストークンについても、ユー
ザのアカウント名を設定してサービス提供者のＷｅｂサーバ２０に送信する（図１０の（
５）参照）。そして、属性情報管理サーバ１０へのアクセス権を持つアカウントとアクセ
ストークンを対応づける。また、ユーザがサービス提供者のＷｅｂサーバ２０に登録する
自身の属性の値を選択すると、それらの属性の値をリストにしたプロファイルを作成し、
ユーザのアカウント名毎に管理する（図１０の（８）参照）。
【００９７】
　サービス提供者のＷｅｂサーバ２０は、属性情報管理サーバ１０にアクセス権要求のメ
ッセージを送信する際に、ユーザのアカウント名をパラメータに追加する。また、属性情
報管理サーバ１０のアプリケーションインタフェースを利用してユーザの属性情報を取得
する際には、属性情報管理サーバ１０にリダイレクトして、複数の値を持つ属性に対して
サービス提供者のＷｅｂサーバ２０に登録する属性の値をユーザに選択させる（図１０の
（８）参照）。
【００９８】
　次に、図１１－１および図１１－２を用いて、第二の実施形態に係るユーザ属性情報管
理システム１００Ａによる処理を説明する。図１１－１および図１１－２は、第二の実施
形態に係るユーザ属性情報管理システムにおけるユーザ属性情報管理処理の流れを説明す
るシーケンス図である。
【００９９】
　まず、図１１－１および図１１－２に示すように、サービス提供者のＷｅｂサーバ２０
が、ユーザ登録要求を属性情報管理サーバにリダイレクトした後、属性情報管理サーバ１
０から応答を受信したユーザが属性情報管理サーバ１０にログインすると（ステップＳ２
１３）、属性情報管理サーバ１０は、属性情報管理サーバ１０へのアクセス権をサービス
提供者のＷｅｂサーバ２０に付与するかをユーザに問い合わせる（ステップＳ２１４）。
【０１００】
　そして、ユーザ端末３０が当該アクセス権を認可すると、属性情報管理サーバ１０は、
ユーザから認可済みのリクエストトークンを取得する（ステップＳ２１５）。続いて、属
性情報管理サーバ１０は、認可済みのリクエストトークンをパラメータにして、サービス
提供者のＷｅｂサーバ２０にリダイレクトする（ステップＳ２１６）。
【０１０１】
　サービス提供者のＷｅｂサーバ２０は、属性情報管理サーバ１０から、認可済みのリク
エストトークンと引き換えに、アクセス権を示すアクセストークンを取得する（ステップ
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Ｓ２１７、Ｓ２１８）。当該アクセストークンのフォーマットにはユーザの当該アカウン
ト名を設定する領域が定義され、当該アカウント名をアクセストークンに設定することに
より、属性情報管理サーバ１０へのアクセス権を持つアカウントとアクセストークンを対
応づける。
【０１０２】
　サービス提供者のＷｅｂサーバ２０は、あらかじめ属性情報管理サーバ１０が規定して
いるアプリケーションインタフェースを利用して、当該アクセストークンをパラメータに
して、属性情報管理サーバ１０からユーザ登録に必要なユーザの属性情報を要求する（ス
テップＳ２１９）。
【０１０３】
　そして、属性情報管理サーバ１０は、サービス提供者のＷｅｂサーバ２０が要求してい
る属性情報のなかで、複数の値が属性情報管理サーバ１０に登録されている属性があると
、それらの属性について、サービス提供者のＷｅｂサーバ２０に流通させる値が選択され
ているかを判定する（ステップＳ２２０）。なお、確認方法の一例としては、値が選択さ
れている属性をリスト化したプロファイルの有無とプロファイル内の当該の属性の有無の
確認がある。
【０１０４】
　続いて、属性情報管理サーバ１０は、サービス提供者のＷｅｂサーバ２０に流通させる
値が選択されていない属性が存在する場合（ステップＳ２２０否定）、サービス提供者の
Ｗｅｂサーバ２０に対して属性情報管理サーバ１０へのリダイレクトを指示する応答をす
る（ステップＳ２２１）。また、サービス提供者のＷｅｂサーバ２０に流通させる値がす
べて選択されている場合には（ステップＳ２２０肯定）、下記ステップＳ２２９の処理に
進む。
【０１０５】
　そして、サービス提供者のＷｅｂサーバ２０は、アクセストークンとステップＳ２１９
で利用したアプリケーションインタフェースの識別子をパラメータとして、属性情報管理
サーバ１０にリダイレクトする（ステップＳ２２２）。そして、サービス提供者のＷｅｂ
サーバ２０が取得要求しているユーザの属性の値をユーザに問い合わせる（ステップＳ２
２３）。
【０１０６】
　続いて、属性情報管理サーバ１０は、サービス提供者のＷｅｂサーバ２０に流通させる
自身の属性について、複数の値が属性情報管理サーバ１０に登録されている属性について
は、それらの値の一覧を作成して、サービス提供者のＷｅｂサーバ２０に流通させる自身
の属性の値をユーザに選択させる（ステップＳ２２４）。
【０１０７】
　そして、属性情報管理サーバ１０は、ユーザが選択した自身の属性の値を取得すると（
ステップＳ２２５）、アクセストークンからユーザの当該アカウント名を取得する（ステ
ップＳ２２６）。そして、ユーザが選択した自身の属性の値をリスト化し、ユーザの当該
アカウント名と括り付けて、プロファイルを作成する（ステップＳ２２７）。
【０１０８】
　続いて、属性情報管理サーバ１０は、アクセストークンをパラメータにして、サービス
提供者のＷｅｂサーバ２０にリダイレクトする（ステップＳ２２７）。そして、サービス
提供者のＷｅｂサーバ２０は、あらかじめ属性情報管理サーバ１０が規定しているアプリ
ケーションインタフェースを利用して、当該アクセストークンをパラメータにして、属性
情報管理サーバ１０からユーザ登録に必要なユーザの属性情報を要求する（ステップＳ２
２８）。
【０１０９】
　そして、属性情報管理サーバ１０は、サービス提供者のＷｅｂサーバ２０にユーザの属
性情報を送付する（ステップＳ２２９）。そして、サービス提供者のＷｅｂサーバ２０は
、属性情報管理サーバ１０から取得したユーザの属性情報にもとづいてユーザ登録を行い
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、ユーザにユーザ登録の応答をする（ステップＳ２３０）。
【０１１０】
[第二の実施形態の効果]
　第二の実施形態に係るユーザ属性情報管理システム１００Ａでは、属性情報管理サーバ
１０が、複数種類の属性情報のうち、いずれかの種類の属性情報について要求があった場
合に、該属性情報をＷｅｂサーバ２０へ提供することに対する認可をユーザ端末３０に確
認し、属性情報のＷｅｂサーバ２０への提供の認可が確認された場合には、Ｗｅｂサーバ
２０から要求があった属性情報に対応する属性値が複数であれば、Ｗｅｂサーバに登録す
る属性値をユーザ端末３０に選択させる。
【０１１１】
　このため、ユーザが、サービス提供者のＷｅｂサーバ２０による属性情報管理サーバ１
０へのアクセスを認可した後に、サービス提供者のＷｅｂサーバ２０が属性情報管理サー
バ１０からユーザの属性情報を取得する際に、サービス提供者のＷｅｂサーバ２０に流通
させる属性の値をユーザに選択させることにより、ユーザは流通を認可した全ての属性の
値を選択することなく、実際にサービス提供者のＷｅｂサーバ２０に流通させる属性の値
のみを選択する手続きが可能になる。
【０１１２】
［第三の実施形態］
　上記した第三の実施形態では、属性情報管理サーバに代わり、ユーザ端末にインストー
ルされた属性情報管理アプリケーションが、ユーザの属性情報の管理を行う場合について
説明する。属性情報管理アプリケーション５０は、ユーザ端末３０Ａにインストールされ
、ユーザ端末３０ＡにインストールされているＷｅｂブラウザ６０のアドオンとして動作
し、ユーザに対して、ユーザが自身の属性情報を一元管理したり、サービス提供者のＷｅ
ｂサービスを利用する際の自身の属性情報を使い分けたりすることを支援する。
【０１１３】
　まず、図１２を用いて、第三の実施形態に係るユーザ属性情報管理システム１００Ｂに
おけるユーザ属性情報の取得処理の流れを説明する。図１２は、第三の実施形態に係るユ
ーザ属性情報管理システムにおけるユーザ属性情報の取得処理の流れを説明する図である
。
【０１１４】
　ユーザは、あらかじめユーザ端末３０Ａにインストールしてある属性情報管理アプリケ
ーション５０に自身の属性情報を登録する（図１２の（１）参照）。このとき、１つの属
性に対して複数の値を持つ場合には、それらの値をそれぞれ登録する。その後、サービス
提供者のＷｅｂサーバ２０へのユーザ登録を始めると（図１２の（２）参照）、属性情報
管理アプリケーション５０に登録した自身の属性情報のなかから、サービス提供者のＷｅ
ｂサーバ２０に登録する属性の値を選択すると同時に（図１２の（４）参照)、サービス
提供者のＷｅｂサーバ２０に自身が選択した属性情報を流通させることを認可する（図１
２の（６）参照）。なお、サービス提供者のＷｅｂサーバ２０に自身が選択した属性情報
を流通させることを認可した後、Ｗｅｂサーバ２０が属性情報を取得する際に、属性情報
が複数ある場合にのみ、サービス提供者のＷｅｂサーバ２０に登録する属性の値を選択し
てもよい。
【０１１５】
　属性情報管理アプリケーション５０は、端末のＷｅｂブラウザ６０がサービス提供者の
Ｗｅｂサーバ２０からユーザ登録の応答を受信した際に、サービス提供者のＷｅｂサーバ
２０が要求するユーザの属性情報を識別し、それらの属性と値をＷｅｂブラウザ６０に表
示する。このとき、複数の値が属性情報管理アプリケーション５０に登録されている属性
が存在する場合には、それらの値をそれぞれＷｅｂブラウザ６０に表示して、ユーザにサ
ービス提供者のＷｅｂサーバ２０に流通させる属性の値を選択させる（図１２の（４）参
照）。そして、ユーザ端末３０Ａがサービス提供者のＷｅｂサーバ２０に登録する自身の
属性情報を選択すると、それらの属性情報をリストにしたプロファイルを作成し、ユーザ



(20) JP 6334331 B2 2018.5.30

10

20

30

40

50

のアカウント名毎に管理する（図１２の（５）参照）。
【０１１６】
　サービス提供者のＷｅｂサーバ２０は、ユーザからユーザ登録要求を受信すると、当該
ユーザにアカウント名を払い出し、当該ユーザに当該アカウント名を通知するとともに、
サービスを提供するために必要な当該ユーザの属性情報を当該ユーザに要求する（図１２
の（３）参照）。当該ユーザの属性情報を要求するにあたっては、属性情報管理アプリケ
ーション５０のアプリケーションインタフェースを利用したコンテンツを端末のＷｅｂブ
ラウザ６０に送信し、Ｗｅｂブラウザ６０が属性情報管理アプリケーション５０から登録
済みのユーザの属性情報を取得して、Ｗｅｂブラウザ６０に要求する属性情報を表示させ
る。
【０１１７】
　次に、図１３を用いて、ユーザ端末３０Ａの構成について説明する。図１３は、第三の
実施形態に係るユーザ端末の構成を示すブロック図である。図１３に示すように、このユ
ーザ端末３０Ａは、通信処理部３１、制御部３２、記憶部３３およびＧＵＩ処理部３４を
有する。以下にこれらの各部の処理を説明する。なお、制御部３２、記憶部３３およびＧ
ＵＩ処理部３４については、ユーザ端末３０Ａにインストールされた属性情報管理アプリ
ケーション５０の機能である。
【０１１８】
　通信処理部３１は、接続されるＷｅｂサーバ２０との間でやり取りする各種情報に関す
る通信を制御する。
【０１１９】
　ＧＵＩ処理部３４は、ユーザが自身の属性情報をユーザ端末３０Ａにインストールして
ある属性情報管理アプリケーション５０に登録、修正、削除、閲覧する際のインタフェー
ス、および各Ｗｅｂサーバ２０に提供した自身の属性情報を閲覧する際のインタフェース
をユーザに提供するための処理を行う。
【０１２０】
　記憶部３３は、制御部３２による各種処理に必要なデータおよびプログラムを格納する
が、特に本発明に密接に関連するものとしては、属性情報記憶部３３ａおよびプロファイ
ル情報記憶部３３ｂを有する。
【０１２１】
　属性情報記憶部３３ａは、複数種類の属性情報に対応する一つまたは複数の属性値をそ
れぞれ記憶する。プロファイル情報記憶部３３ｂは、後述する作成部３２ｂによって作成
されたプロファイルを記憶する。なお、属性情報記憶部３３ａおよびプロファイル情報記
憶部３３ｂに記憶される情報は、前述した属性情報記憶部１３ａおよびプロファイル情報
記憶部１３ｂに記憶される情報と同様のものであるため、詳しい説明を省略する。
【０１２２】
　制御部３２は、各種の処理手順などを規定したプログラムおよび所要データを格納する
ための内部メモリを有し、これらによって種々の処理を実行するが、特に本発明に密接に
関連するものとしては、確認部３２ａ、作成部３２ｂおよび送信部３２ｃを有する。
【０１２３】
　確認部３２ａは、複数種類の属性情報のうち、いずれかの種類の属性情報について要求
があった場合に、該属性情報をＷｅｂサーバ２０へ提供することに対する認可をユーザに
確認する。具体的には、確認部３２ａは、Ｗｅｂサーバ２０から要求があった属性情報に
対応する属性値が複数である場合には、該属性情報のＷｅｂサーバ２０への提供の認可を
ユーザに確認する際に、Ｗｅｂサーバ２０に登録する属性値をユーザ端末３０に選択させ
る。例えば、確認部３２ａは、サービス提供者のＷｅｂサーバ２０が要求した属性情報の
それぞれについて、当該ユーザの登録済みの属性の値のなかから取得して、Ｗｅｂブラウ
ザ６０に表示する。そして、確認部３２ａは、Ｗｅｂブラウザ６０に表示された属性情報
のなかで、複数の値が登録されている属性については、それぞれの値を表示して、ユーザ
にサービス提供者のＷｅｂサーバ２０に登録する値を選択させる。
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【０１２４】
　なお、サービス提供者のＷｅｂサーバ２０に自身が選択した属性情報を流通させること
を認可した後、Ｗｅｂサーバ２０が属性情報を取得する際に、属性情報が複数ある場合に
のみ、サービス提供者のＷｅｂサーバ２０に登録する属性の値を選択してもよい。この場
合には、確認部３２ａは、複数種類の属性情報のうち、いずれかの種類の属性情報につい
て要求があった場合に、該属性情報をＷｅｂサーバ２０へ提供することに対する認可をユ
ーザに確認し、属性情報のＷｅｂサーバ２０への提供の認可が確認された場合には、Ｗｅ
ｂサーバ２０から要求があった属性情報に対応する属性値が複数であれば、Ｗｅｂサーバ
２０がユーザ端末３０から属性情報を取得する際に、Ｗｅｂサーバ２０に登録する属性値
をユーザに選択させる。
【０１２５】
　作成部３２ｂは、属性情報のＷｅｂサーバ２０への提供の認可が確認された場合には、
要求があった種類の属性情報に対応する属性値を属性情報記憶部３３ａから読み出し、読
み出した属性値のプロファイルを作成し、プロファイル情報記憶部３３ｂに記憶させる。
具体的には、作成部３２ｂは、ユーザが選択した自身の属性値をリスト化し、ユーザのア
カウント名と括り付けてプロファイル作成する。
【０１２６】
　送信部３２ｃは、作成部３２ｂによって作成された属性情報のプロファイルをＷｅｂサ
ーバ２０に送信する。具体的には、送信部３２ｃは、ユーザが選択した属性の値とともに
、サービス提供者のＷｅｂサーバ２０が要求した属性情報をサービス提供者のＷｅｂサー
バ２０に送信する。
【０１２７】
　次に、図１４を用いて、第三の実施形態に係るユーザ属性情報管理システム１００Ｂに
おけるユーザ属性情報管理処理の流れを説明する。図１４は、第三の実施形態に係るユー
ザ属性情報管理システムにおけるユーザ属性情報管理処理の流れを説明するシーケンス図
である。
【０１２８】
　まず、図１４に示すように、ユーザは、通信ネットワーク上のサービス提供者が提供す
るサービスを利用するために、自身の属性情報の一元管理を支援する属性情報管理アプリ
ケーション５０に、自身の属性情報を登録する（ステップＳ３０１、３０２）。属性情報
には、自身の氏名やメールアドレスやクレジットカードの番号などが含まれるが、メール
アドレスやクレジットカードの番号など、ユーザが複数保持する属性情報については、ぞ
れぞれの属性の値を登録する。
【０１２９】
　そして、ユーザは、サービス提供者が提供するサービスを利用するために、ユーザ端末
３０Ａからサービス提供者のＷｅｂサーバ２０のポータルサイトにアクセスした後に（ス
テップＳ３０３、Ｓ３０４）、ユーザ登録要求を行う（ステップＳ３０５）。
【０１３０】
　続いて、ユーザ登録要求を受信したサービス提供者のＷｅｂサーバ２０は、ユーザのア
カウント名を払い出して（ステップＳ３０６）、当該アカウント名をユーザ端末３０Ａの
属性情報管理アプリケーション５０に送信する（ステップＳ３０７）。このとき、サービ
ス提供者のＷｅｂサーバ２０は、サービスを提供するために必要なユーザの属性情報を要
求するために、属性情報管理アプリケーション５０が規定するアプリケーションインタフ
ェースにしたがって、応答する際のコンテンツに要求する属性を記載する。
【０１３１】
　そして、属性情報管理アプリケーション５０は、サービス提供者のＷｅｂサーバ２０が
要求した属性情報のそれぞれについて、当該ユーザの登録済みの属性の値のなかから取得
して（ステップＳ３０８）、Ｗｅｂブラウザ６０に表示する（ステップＳ３０９）。
【０１３２】
　続いて、Ｗｅｂブラウザ６０に表示された属性情報のなかで、複数の値が登録されてい
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る属性については、それぞれの値を表示して、ユーザにサービス提供者のＷｅｂサーバ２
０に登録する値を選択させる（ステップＳ３１０）。
【０１３３】
　ユーザがサービス提供者のＷｅｂサーバ２０に登録する属性の値を選択して、それらの
属性の値やその他のＷｅｂブラウザ６０に表示された属性情報の流通を認可すると（ステ
ップＳ３１１）、Ｗｅｂブラウザ６０は、プロファイル作成要求を属性情報管理アプリケ
ーション５０に通知する（ステップＳ３１２）。そして、属性情報管理アプリケーション
５０は、ユーザが選択した自身の属性値をリスト化し、ユーザのアカウント名と括り付け
てプロファイル作成する（ステップＳ３１３）。
【０１３４】
　その後、属性情報管理アプリケーション５０は、ユーザが選択した属性の値とともに、
サービス提供者のＷｅｂサーバ２０が要求した属性情報をサービス提供者のＷｅｂサーバ
２０に送信する（ステップＳ３１５）。そして、サービス提供者のＷｅｂサーバ２０は、
ユーザ端末３０Ａから取得したユーザの属性情報にもとづいてユーザ登録を行い、ユーザ
にユーザ登録の応答をする（ステップＳ３１６）。
【０１３５】
　図１５に示すように、属性情報管理アプリケーション５０は、ユーザ端末３０Ａにイン
ストールされ、ユーザ端末３０ＡにインストールされているＷｅｂブラウザ６０のアドオ
ンとして動作し、ユーザに対して、ユーザが自身の属性情報を一元管理したり、サービス
提供者のＷｅｂサービスを利用する際の自身の属性情報を使い分けたりすることを支援す
る。具体的には、ユーザは、あらかじめ属性情報管理アプリケーション５０のＧＵＩから
、自身の属性情報を登録する。
【０１３６】
　このとき、メールアドレスやクレジットカードなど、各属性に対して複数の情報を保持
する場合には、それぞれの情報を登録する。なお、ユーザが登録した属性情報については
、ユーザは属性情報管理アプリケーション５０のＧＵＩから適宜閲覧、修正する。また、
サービス提供者のＷｅｂサーバ２０に対しては、サービス提供者がサービスを提供するた
めに必要なユーザの属性情報をユーザの認可のもとで提供する。サービス提供者に提供し
たユーザの属性情報については、ユーザがサービス提供者のＷｅｂサーバ２０にユーザ登
録した際に払い出されたアカウント毎に管理し、ユーザはサービス提供者に提供した自身
の属性情報について当該アカウント毎に閲覧、確認する。
【０１３７】
　属性情報管理アプリケーション５０は、Ｗｅｂブラウザ６０が属性情報管理アプリケー
ション５０からユーザの属性情報を取得して、当該属性情報を表示するためのアプリケー
ションインタフェースを規定する。アプリケーションインタフェースの規定の一例として
は、属性情報管理アプリケーションにｈｔｔｐのサーバ機能を実装し、当該サーバ機能に
アクセスするためのＵＲＬやｈｔｍｌの規定がある。
【０１３８】
[第三の実施形態の効果]
　このように、第三の実施形態に係るユーザ属性情報管理システム１００Ｂでは、ユーザ
が、自身のユーザ端末３０Ａに属性情報管理アプリケーション５０をインストールして、
自身の属性情報を自身のユーザ端末３０Ａで一元管理することにより、通信ネットワーク
４０上のユーザの属性情報の管理に関わるサービスの仕様変更や障害などの運用状況に影
響されることなく、自身の属性情報の一元管理やＷｅｂサーバ２０毎に登録する属性の値
をユーザが使い分けることが可能となる。
【０１３９】
［第四の実施形態］
　さて、これまで本発明の実施形態について説明したが、本発明は上述した実施形態以外
にも、種々の異なる形態にて実施されてよいものである。そこで、以下では第四の実施形
態として本発明に含まれる他の第四の実施形態を説明する。
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【０１４０】
（１）システム構成等
　図示した各装置の各構成要素は機能概念的なものであり、必ずしも物理的に図示の如く
構成されていることを要しない。すなわち、各装置の分散・統合の具体的形態は図示のも
のに限られず、その全部または一部を、各種の負荷や使用状況などに応じて、任意の単位
で機能的または物理的に分散・統合して構成することができる。例えば、確認部１２ａと
作成部１２ｂを統合してもよい。さらに、各装置にて行なわれる各処理機能は、その全部
または任意の一部が、ＣＰＵおよび当該ＣＰＵにて解析実行されるプログラムにて実現さ
れ、あるいは、ワイヤードロジックによるハードウェアとして実現され得る。
【０１４１】
　また、本実施形態において説明した各処理のうち、自動的におこなわれるものとして説
明した処理の全部または一部を手動的におこなうこともでき、あるいは、手動的におこな
われるものとして説明した処理の全部または一部を公知の方法で自動的におこなうことも
できる。この他、上記文書中や図面中で示した処理手順、制御手順、具体的名称、各種の
データやパラメータを含む情報については、特記する場合を除いて任意に変更することが
できる。
【０１４２】
（２）プログラム
　また、上記実施形態において説明した各装置が実行する処理について、コンピュータが
実行可能な言語で記述したプログラムを作成することもできる。例えば、第一の実施形態
に係る属性管理情報サーバ１０が実行する処理について、コンピュータが実行可能な言語
で記述したユーザ属性情報管理プログラムを作成することもできる。この場合、コンピュ
ータがユーザ属性情報管理プログラムを実行することにより、上記実施形態と同様の効果
を得ることができる。さらに、かかるユーザ属性情報管理プログラムをコンピュータ読み
取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されユーザ属性情報管理プログラム
をコンピュータに読み込ませて実行することにより上記第一の実施形態と同様の処理を実
現してもよい。以下に、図２に示した属性情報管理サーバ１０と同様の機能を実現するユ
ーザ属性情報管理プログラムを実行するコンピュータの一例を説明する。
【０１４３】
　図１６は、ユーザ属性情報管理プログラムを実行するコンピュータ１０００を示す図で
ある。図１６に例示するように、コンピュータ１０００は、例えば、メモリ１０１０と、
ＣＰＵ１０２０と、ハードディスクドライブインタフェース１０３０と、ディスクドライ
ブインタフェース１０４０と、シリアルポートインタフェース１０５０と、ビデオアダプ
タ１０６０と、ネットワークインタフェース１０７０とを有し、これらの各部はバス１０
８０によって接続される。
【０１４４】
　メモリ１０１０は、図１６に例示するように、ＲＯＭ（Read　Only　Memory）１０１１
及びＲＡＭ（Random　Access　Memory）１０１２を含む。ＲＯＭ１０１１は、例えば、Ｂ
ＩＯＳ（Basic　Input　Output　System）等のブートプログラムを記憶する。ハードディ
スクドライブインタフェース１０３０は、図１６に例示するように、ハードディスクドラ
イブ１０９０に接続される。ディスクドライブインタフェース１０４０は、図１６に例示
するように、ディスクドライブ１０４１に接続される。例えば磁気ディスクや光ディスク
等の着脱可能な記憶媒体が、ディスクドライブに挿入される。シリアルポートインタフェ
ース１０５０は、図１６に例示するように、例えばマウス１１１０、キーボード１１２０
に接続される。ビデオアダプタ１０６０は、図１６に例示するように、例えばディスプレ
イ１１３０に接続される。
【０１４５】
　ここで、図１６に例示するように、ハードディスクドライブ１０９０は、例えば、ＯＳ
１０９１、アプリケーションプログラム１０９２、プログラムモジュール１０９３、プロ
グラムデータ１０９４を記憶する。すなわち、上記のユーザ属性情報管理プログラムは、
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、例えばハードディスクドライブ１０９０に記憶される。
【０１４６】
　また、上記実施形態で説明した各種データは、プログラムデータとして、例えばメモリ
１０１０やハードディスクドライブ１０９０に記憶される。そして、ＣＰＵ１０２０が、
メモリ１０１０やハードディスクドライブ１０９０に記憶されたプログラムモジュール１
０９３やプログラムデータ１０９４を必要に応じてＲＡＭ１０１２に読み出し、各処理手
順を実行する。
【０１４７】
　なお、ユーザ属性情報管理プログラムに係るプログラムモジュール１０９３やプログラ
ムデータ１０９４は、ハードディスクドライブ１０９０に記憶される場合に限られず、例
えば着脱可能な記憶媒体に記憶され、ディスクドライブ等を介してＣＰＵ１０２０によっ
て読み出されてもよい。あるいは、ユーザ属性情報管理プログラムに係るプログラムモジ
ュール１０９３やプログラムデータ１０９４は、ネットワーク（ＬＡＮ（Local　Area　N
etwork）、ＷＡＮ（Wide　Area　Network）等）を介して接続された他のコンピュータに
記憶され、ネットワークインタフェース１０７０を介してＣＰＵ１０２０によって読み出
されてもよい。
【符号の説明】
【０１４８】
　１０　属性情報管理サーバ
　１１　通信処理部
　１２　制御部
　１２ａ　確認部
　１２ｂ　作成部
　１２ｃ　送信部
　１３　記憶部
　１３ａ　属性情報記憶部
　１３ｂ　プロファイル情報記憶部
　２０、２０Ａ～２０Ｄ　Ｗｅｂサーバ
　３０、３０Ａ　ユーザ端末
　４０　通信ネットワーク
　５０　属性情報管理アプリケーション
　６０　Ｗｅｂブラウザ
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